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外交史料館ニュース

外
交
史
料
館
ニ
ュ
ー
ス

一
、
外
交
記
録
公
開

「
外
交
記
録
公
開
に
関
す
る
規
則
」（
平
成
二
十
四
年
外
務
省
訓
令
第
十
九
号
）
に
基

づ
き
、
平
成
二
十
六
年
内
に
以
下
の
と
お
り
外
交
記
録
公
開
を
実
施
し
た
（
対
象
フ
ァ

イ
ル
の
目
録
及
び
概
要
は
外
交
史
料
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）。

①
一
月
三
一
日　

　
　
　

通
常
審
査
対
象
フ
ァ
イ
ル　

　

七
七
九
冊

②
三
月
三
一
日　

　
　
　

通
常
審
査
対
象
フ
ァ
イ
ル　

一
〇
一
〇
冊

③
五
月
三
〇
日　

　
　
　

通
常
審
査
対
象
フ
ァ
イ
ル　

一
四
四
〇
冊

④
七
月
二
四
日　

　
　
　

特
別
審
査
対
象
フ
ァ
イ
ル　

　
　

八
六
冊

⑤
七
月
三
一
日　

　
　
　

通
常
審
査
対
象
フ
ァ
イ
ル　

一
五
五
〇
冊

⑥
九
月
三
〇
日　

　
　
　

通
常
審
査
対
象
フ
ァ
イ
ル　

　

九
一
〇
冊

⑦
一
一
月
二
八
日　

　
　

通
常
審
査
対
象
フ
ァ
イ
ル　

一
四
〇
〇
冊

特
別
審
査
対
象
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
は
、
継
続
的
に
公
開
し
て
い
る
沖
縄
返
還
交
渉
、

第
一
回
主
要
国
首
脳
会
議
（
ラ
ン
ブ
イ
エ
・
サ
ミ
ッ
ト
）
等
に
関
す
る
フ
ァ
イ
ル
が
公

開
さ
れ
た
。

二
、
所
蔵
記
録
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
実
施

平
成
二
四
年
度
よ
り
、「
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
」
第
一
五
条
第
一
項
（
国

立
公
文
書
館
等
の
長
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
第
二
五
条
の
規
定
に
よ
り

廃
棄
さ
れ
る
に
至
る
場
合
を
除
き
、
永
久
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
の
履
行
を

目
的
と
し
て
、
利
用
の
た
め
の
所
蔵
記
録
の
代
替
化
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
お
よ
び

デ
ジ
タ
ル
化
）
を
行
っ
て
い
る
。

平
成
二
五
年
度
は
、昭
和
戦
前
期
外
務
省
記
録
Ｍ
門
（
官
制
、官
職
）
の
後
半
部
分
（
分

類
番
号M

.2.2.0.1-3-4

〜M
.2.7.0.4

）お
よ
び
明
治
大
正
期
外
務
省
記
録
６
門（
人
事（
官

制
及
官
職
））
の
始
め
の
部
分
（
分
類
番
号6.1.1.1

〜6.1.3.22-1-4

）
を
対
象
と
し
て
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
お
よ
び
デ
ジ
タ
ル
化
を
実
施
し
た
。

三
、
展
示

平
成
二
六
年
五
月
一
三
日
か
ら
九
月
一
二
日
ま
で
、
日
本
と
ト
ル
コ
の
国
交
樹
立

九
〇
年
を
記
念
し
て
、
在
日
ト
ル
コ
共
和
国
大
使
館
と
の
共
催
に
よ
り
、
日
本
と
ト
ル

コ
の
交
流
を
外
交
史
料
で
振
り
返
る
特
別
展
示
「
日
本
と
ト
ル
コ
―
国
交
樹
立
九
〇
年

―
」
を
開
催
し
た
。

ま
た
、
平
成
二
六
年
九
月
二
四
日
よ
り
来
年
五
月
八
日
ま
で
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
の
連
続
テ

レ
ビ
小
説『
マ
ッ
サ
ン
』の
主
人
公
で
あ
る
竹
鶴
政
孝
に
焦
点
を
あ
て
た
特
別
展
示「
マ
ッ

サ
ン
展
」
を
開
催
中
で
あ
る
（
両
展
示
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、本
号
所
収
の
記
事
を
参
照
）。


